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総人口の将来推計（国土交通省国土計画局試算値）

合計特殊出生率の仮定値

総人口の推移（試算値）

（出典）国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成14年1月推計）」をもとに、国土交通省国土計画局作成。
（注１）中位推計収束型とは、中位推計に用いている合計特殊出生率と足下の統計値との乖離が、２０３０年にかけて収束すると仮定したもの。
（注2）中間推計収束型とは、中位推計収束型と低位推計収束型の中間値。なお、低位推計収束型とは、低位推計に用いている合計特殊出生率と
足下の統計値との乖離が、２０３０年にかけて収束すると仮定したもの。
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広域ブロック別将来推計人口（国土交通省国土計画局暫定値）

2005年国勢調査1％抽出速報集計結果を用いずに、独自に補正した人口を使って機械的に推
計した国土交通省国土計画局の暫定値である。今後、10月末公表予定の2005年国勢調査
「基本集計」結果及び年内公表予定の社会保障人口問題研究所による新しい「日本の将来推
計人口」を踏まえて、再推計を行う予定である。

（注１）「直近トレンド型」とは、都道府県間の人口純移動率を直近（2000-2005年）の係数で固定した場合の計数であり、「純移動率ゼロ型」とは、都道府県間の人純移動
率を今後一定してゼロに固定した場合の計数。

（注２）推計人口は、出生率を中位推計収束型（社会保障人口問題研究所「日本の将来推計人口」（平成14年3月推計）における中位推計に用いている合計特殊出生率と
足下の統計値との乖離が、２０３０年にかけて収束すると仮定したもの）として推計した総人口に、一致させている。

（注３）実績以外の人口については、単位を10万人としている。また、比率は実数を元に算出したものである。

(単位：万人）

2000年 人口 1,229 4,132 1,699 313 2,086 773 415 1,345 12,693 1,162 2,012 1,189

人口 1,207 4,237 1,722 311 2,089 768 409 1,335 12,776 1,154 2,032 1,176

（対2000年比） -1.9% 2.5% 1.3% -0.8% 0.2% -0.7% -1.6% -0.7% 0.7% -0.1% 0.1% -0.1%

人口 1,170 4,300 1,710 300 2,070 750 400 1,310 12,700 1,130 2,010 1,150

対2005年比 -2.7% 1.4% -0.6% -2.4% -1.0% -2.1% -2.6% -1.6% -0.6% -1.9% -0.9% -2.3%

人口 1,090 4,330 1,650 280 1,990 710 370 1,250 12,320 1,070 1,930 1,070

対2005年比 -9.6% 2.1% -4.1% -8.9% -4.9% -8.1% -9.7% -6.2% -3.6% -7.5% -4.8% -8.6%

人口 1,190 4,240 1,720 310 2,080 760 400 1,320 12,700 1,140 2,020 1,160

対2005年比 -1.5% 0.0% -0.3% -1.2% -0.4% -1.3% -1.9% -1.0% -0.6% -1.0% -0.5% -1.5%

人口 1,140 4,130 1,670 290 2,020 730 380 1,280 12,320 1,100 1,960 1,110

対2005年比 -5.7% -2.5% -3.0% -5.1% -3.2% -5.4% -6.9% -4.1% -3.6% -4.4% -3.3% -5.9%

直近トレンド型
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固定型）
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2010年

2020年

2010年

2020年

実績
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全国四国圏 九州圏中部圏 北陸圏 近畿圏 中国圏東北圏 首都圏
北関東
磐越5県

中部圏
＋
北陸圏

中国圏
＋

四国圏
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総人口及び都道府県別人口（2005年10月1日現在）の補正方法

国勢調査
「要計表による人口」<2005>

（男女別・総数）

【理論値】国勢調査<2005>
男女別・各歳別人口

人口推計月報
<2005.10.1確定値>
（男女別・5歳階級別）

国勢調査<2000>
（男女別・各歳別）

【理論値】国勢調査<2005>
男女別・5歳階級別人口

純移動率
<住民基本台帳ベース>
（1995→2000）

純移動率
<国勢調査ベース>
（1995→2000）

補正係数
純移動率

<住民基本台帳ベース>
（2000→2005）

【理論値】純移動率
<国勢調査ベース>
（2000→2005）

生残率

国勢調査<2000>
（都道府県別・男女別・

5歳階級別）【理論値】国勢調査<2005>
（都道府県別・男女別・

5歳階級別）

各歳に按分

－

総人口 都道府県別人口

5歳階級に按分

ここに、住民基本台帳と
国勢調査との
・ 統計作成時期の差
・ 対象の差
・ 調査の性格の差
等が含まれるものと仮定

＋

＋

×

内訳を調整

国勢調査
「要計表による人口」<2005>
（男女別・都道府県別総数）

合計を調整

2005.10.1現在人口（暫定値）として使用
（注１）純移動率<住民基本台帳ベース>（1995→2000）及び（2000→2005）については、総務省「住民基本台帳人口」、社会保障人口問題研究所「都道府県別将来推計人口」（平成9年5月
推計）及び同（平成14年3月推計）を用いて算出。純移動率<国勢調査ベース>（ 1995→2000 ）については、同（平成14年3月推計）における純移動率を使用。

（注２）生残率については、社会保障人口問題研究所「都道府県別将来推計人口（平成14年3月推計）」における生残率（2000～2005）を使用。

（注３）0-4歳人口については、厚生労働省「人口動態統計」及び総務省「人口推計年報 平成16年10月1日現在推計人口」を用いて算出。 3



地域づくりの担い手に関する市町村の意識

市町村における地域づくりは、これまで行政主導で進められてきたが、多様な主体による地域づくりの重要
性に対する意識が高まっている。多様な主体による地域づくりを推進している市町村は、推進予定を含める
と64％にのぼり、これからも一層の浸透が見込まれる。多様な主体として、「自治組織」、「商工会議所・商工
会」などの現在の中心的な担い手に加えて、今後は「ＮＰＯ」や「市民ひとり一人」への期待が大きい。
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※平成１５年１０月に国土交通省国土計画局が実施した、全国3,204市町村に対するアンケート調査。
有効回収数は2,108市町村（有効回答率65.8%）

「多様な主体による地域づくり」についての考え方

これまでの「地域づくり」
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（％）

（出典）「地域からの日本再生シナリオ（試論）」（多様な主体による地域づくり戦略研究会（国土交通省国土計画局）） 4



■1980年 ■2000年

我が国の都市の分布

総人口80万人～ 総人口40～80万人 総人口20～40万人

総人口10～20万人 総人口3～10万人

凡
例

注）ここでいう都市は、人口３万人以上でＤＩＤを有する市町村とした。
1980年及び2000年のデータを、2005.10.1現在の市町村単位に組み替えて表示。

（出典）国勢調査（総務省）をもとに国土交通省国土計画局作成。 5



交通関係社会資本整備状況の変遷

ｼﾞｪｯﾄ化空港

高速道路

新幹線

ｺﾝﾃﾅ取扱主要港湾

27

4

2,579.1(km) 

1,069(km) 

箇所

箇所

総延長・箇所
～1980

整備年次1980年 <昭和55年>

ｼﾞｪｯﾄ化空港

高速道路

新幹線

ｺﾝﾃﾅ取扱主要港湾
62

8

8,744(km) 2005.8末

2,176(km) 2005.8末

箇所 2005.3末

総延長・箇所

箇所 2003年時

凡例
2005年 <平成17年>

（注）コンテナ取扱主要港湾：
全国コンテナ取扱貨物量の上位９０％をカバーする港湾

（注）地図は2005.8時点の整備状況を示したもの

6
（出典）国土審議会調査会改革部会国際連携・持続的発展小委員会報告、平成18年度道路関係予算概算要求資料

数字で見る鉄道2005、数字で見る航空2005、国土交通省港湾局資料をもとに国土交通省国土計画局作成。※高速道路は、高規格幹線道路のことをいう。



団塊世代を中心とする人口ピラミッドの推移

今後10～15年の期間においても、団塊の世代は60～75歳程度の年齢層にとどまり、引き続き活躍が
期待できる。

（出典）総務省「人口推計年報（平成16年10月1日現在推計人口）」及び国立社会保障人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成14年1月推計）」をもとに、
国土交通省国土計画局作成。
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（出典）内閣府「県民経済計算」、総務省「国勢調査報告」及び「人口推計年報」をもとに国土交通省国土計画局作成。
（注）１．1955年度から1970年度の沖縄県の人口は、1955年、60年、65年、70年の数値をもとに算出した５年間の平均増加率に

より推計した。
２．県民所得は、1955年度から1989年度までが68ＳＮＡ、1990年度以降が93ＳＮＡに基づく数値である。
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県民所得の上位5県平均と下位5県平均の格差は、長期的には減少してきているものの、足元では
上昇傾向にある。

一人あたり県民所得の上位5県平均と下位5県平均の格差

8
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広域ブロックの人口・ＧＤＰ・面積

人口（2005年） ＧＤＰ（2003年） 面積

国名 人口（万人） 国名 ＧＤＰ（名目、億米＄） 国名 面積（万k㎡）

日本 １２，７７６ 日本 ４２，４２６ スウェーデン ４５．０

イギリス ５，９６７ イギリス １８，０７６ ノルウェー ３８．５

韓国 ４，７８２ 首都圏 １５，８１８ 日本 ３７．８

首都圏 ４，２３７ 近畿圏 ６，８０７ フィンランド ３３．８

マレーシア ２，５３５ 中部圏 ６，１８０ マレーシア ３３．０

近畿圏 ２，０８９ 韓国 ６，０８１ イギリス ２４．３

中部圏 １，７２２ オランダ ５，１２８ 韓国 １０．０

オランダ １，６３０ 九州圏 ３，７５１ ハンガリー ９．３

九州圏 １，３３５ 東北圏 ３，５７４ ポルトガル ９．２

東北圏 １，２０７ スイス ３，２１８ オーストリア ８．４

ポルトガル １，０４９ ベルギー ３，０４７ 北海道 ８．３

ベルギー １，０４２ スウェーデン ３，０１６ 東北圏 ７．４

ハンガリー １，０１０ オーストリア ２，５５２ デンマーク ４．３

スウェーデン ９０４ 中国圏 ２，４２７ オランダ ４．２

オーストリア ８１９ ノルウェー ２，２０６ 中部圏 ４．１

中国圏 ７６８ デンマーク ２，１１１ スイス ４．１

スイス ７２５ 北海道 １，６８２ 九州圏 ３．９

北海道 ５６３ フィンランド １，６１８ 首都圏 ３．６

デンマーク ５４３ ポルトガル １，４７２ 中国圏 ３．２

フィンランド ５２５ 四国圏 １，１５５ ベルギー ３．１

ノルウェー ４６２ 北陸圏 １，０６２ 近畿圏 ２．７

シンガポール ４３３ マレーシア １，０３７ 四国圏 １．９

四国圏 ４０９ シンガポール ９２４ 北陸圏 １．１

北陸圏 ３１１ ハンガリー ８２１ シンガポール ０．１

（出典）国勢調査（2005年）、内閣府「県民経済計算」（2003年）、国土地理院資料（2005年）、世界の統計をもとに国土交通省国土計画局作成。
なお、各国人口は世界の統計2005年年央推計人口を用い、為替レートは世界の統計2003年為替により換算している。 10
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年齢

割
合

（
％

）

第3回
（1991年度）

第4回
（1996年度）

第5回
（2001年度） （単位：％）

0～14 15～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～

第3回
（1991年度） 90.5 86.7 73.0 72.9 58.5 50.5 54.6 53.3 48.1 60.7 63.7 57.2

対前回増減 -         -          -        -        -        -        -         -        -        -        -        -         
第4回

（1996年度） 91.2 83.4 77.7 72.1 63.7 64.9 56.2 54.3 53.7 56.6 64.7 59.0

対前回増減 0.7 ▲3.3 4.7 ▲0.8 5.2 14.4 1.6 1.0 5.6 ▲4.1 1.0 1.8
第5回

（2001年度） 92.9 86.1 78.1 72.3 72.5 67.2 62.7 59.3 53.2 53.9 53.2 55.8

対前回増減 1.7 2.7 0.4 0.2 8.8 2.3 6.5 5.0 ▲0.5 ▲2.7 ▲11.5 ▲3.2

年齢

調査回次

東京圏居住者に占める東京圏出生者の割合

（出典）国立社会保障・人口問題研究所「人口移動調査」をもとに、国土交通省国土計画局作成。

（注１）東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県をいう。

（注２）出生県不詳を除く。 11



アジアと日本

12（出典）フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』資料をもとに国土交通省国土計画局作成。



災害に強くしなやかに国土を支える国土基盤

［事前］
ハザードマップの整備、避難経路の確保、防災意識 の啓発、
防災教育の充実、地域リーダーの育成、コミュニティの形成 等
［事中］
防災情報の伝達、避難勧告の発出等における、コミュニティの
連携による広域防災・危機管理体制の確立 等
［事後］
被災情報や安否情報の提供、被災者の保護・移送、医療、帰宅
体制の整備、迅速な災害復旧の実施に向けた資機材・人員の確
保 等

ソフト対策

地域ブロックの経済・社会及び自然条件等の特性を勘案しつつ、
防災施設の着実かつ効率的な整備、既存施設の有効活用、構造
物の維持管理や耐震補強、リダンダンシーや緊急輸送体系確保
に向けた交通・情報通信ネットワークの強化 等

ハード対策ハードの限界をソフトが補完

自助・共助・公助のバランス

公助
「行政機関等の諸活動」

・防災情報の伝達・提供
の体制構築

・防災意識向上のため
の広報、教育等の実施

等

公助

自助 共助

自助 共助
「我が町は我が手で守る」

・防災情報の共有のため
のコミュニティ形成

・地域リーダーを中心とし
た防災訓練等の実施

等

「自らの命は自らが守る」

・防災意識の維持、向上

・避難行動の事前確認

等

13（出典）第３回国土基盤専門委員会（平成17年11月）今村委員資料より国土交通省国土計画局作成。



災害発生時における迂回ルートの活用事例

○台風21号における事例○新潟県中越地震における事例

新潟県中越地震で関越道が通行止めの際、磐越道と
上信越道が迂回ルートとして活用。

台風21号により四国東西方向の高速道路、国道、ＪＲが寸断し
た際、しまなみ街道や山陽道が迂回ルートとして活用。

関越道

磐越道

上信越道

新潟

東京

郡山

長野

高崎

上越

通行止通行止
約６割増

約４割増

全面通行止
（高速道路、一般国道、JR 等）

高速道路

高速道路(通行止め区間)

一般国道(直轄)

0
全面通行止(9/30)H15.10.2値

43,254

32,552

25,000

5,000

50,000

日
交
通
量
（台
／
日
）

0
全面通行止(9/30)H15.10.2値

43,25443,254

32,55232,552

25,000

5,000

50,000

日
交
通
量
（台
／
日
）

約１．３倍

0
全面通行止(9/30)9月平日(平均)

9,483

3,337

5,000

10,000

15,000

日
交
通
量
（
台
／
日
）

0
全面通行止(9/30)9月平日(平均)

9,4839,483

3,3373,337

5,000

10,000

15,000

日
交
通
量
（
台
／
日
）

約３倍

0
全面通行止(9/30)9月平日(平均)

15,881

12,964

日
交
通
量
（
台
／
日
）

10,000

5,000

15,000

20,000

0
全面通行止(9/30)9月平日(平均)

15,88115,881

12,96412,964

日
交
通
量
（
台
／
日
）

10,000

5,000

15,000

20,000

約１．２倍

（出典）国土交通省道路局資料
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東アジアとの物流複合一貫輸送網の形成・強化

☆高速フェリー、RORO船、コンテナ航路を通じてわが国をアジアハイ
ウェイ、アジア鉄道等の汎アジア交通回廊に接続

①輸出入・港湾手続等の簡素化・効率化・情報化
②国内鉄道・道路網と海運の接続機能の強化 等

(1)ハード･ソフト一体となったわが国の交通情報通信基盤の整備

東アジアとの高速旅客輸送ネットワークの形成・強化

①トラックシャーシ等の輸送手段構造規格の日･中･韓共通化
②アジアにおける統一ブロードバンド環境の形成
③アジアハイウェイにおけるＩＴＳ導入促進 等

☆東アジアと我が国の間でのヒト、モノ、情報の自由な移動に向け
た交通、情報通信網の国境問題の解消（制度間の調整）

(2)国際協調によるアジア統一ルールの形成

【シームレスアジア実現に向けた施策の展開】

(1)シームレスアジア実現に向けた地域ブロック戦略に対する重
点的な支援。

(2)シームレスアジアの実現を促進するための協力体制の構築
日･中･韓物流大臣会合、アジア･ブロードバンド推進会議等の推進等、我が国
の働きかけの下に、交通・情報通信基盤の整備や制度間の調整、交通関連
政策立案基盤等の共有化を促進するための多国間協力体制構築を構想。

【施策の実現に向けた手立て】 推進推進

①アジア･ブロードバンド環境の形成
②東アジア日帰りビジネス圏の形成・拡大
③貨物翌日配達圏の形成・拡大

【シームレスアジアの目標】

【シームレスアジアの拡大】

（出典）国土交通省国土計画局作成

「東アジア日帰りビジネス圏」
日本及び外国から相手国に出張をして４時間以上相手国の都市に滞在可能で
ある範囲

「貨物翌日配達圏」
日本及び外国から朝６時に貨物を出し、相手国に翌日18時に到着できる範囲

空港及び港湾旅客ターミナルにおける：
①CIQ手続きの簡素化・情報化の推進
②バリアフリーやユニバーサルデザインの推進 等

☆大都市圏拠点空港の整備による能力の増強、空港の利便性向上やア

クセスの改善、国際線・国内線の接続の改善などにより、当面はわが国大
都市圏へのアジア各地からの日帰り可能圏域の拡大を促進する等利便
性の向上を促進する他、将来的にはわが国各地域から直接東アジア諸都
市への日帰りアクセスを促進。ロシア

モンゴル

韓国

西安

武漢

香港

北京

現在の「東アジア日帰りビジネス圏」

中華人民共和国

「東アジア日帰りビジネス圏」の拡大

大連

ウラジオストク

青島

上海

台北

現在の「東アジア日帰りビジネス
圏」を構成する路線

現在の「貨物翌日配達圏」

現在の「貨物翌日配達圏」を担う
航路

「貨物翌日配達圏」となる
可能性のある圏域

将来の「貨物翌日配達圏」を担う
航路の例

ハルビン

ロシア

モンゴル

韓国

西安

武漢

香港

北京

現在の「東アジア日帰りビジネス圏」

中華人民共和国

「東アジア日帰りビジネス圏」の拡大

大連

ウラジオストク

青島

上海

台北

現在の「東アジア日帰りビジネス
圏」を構成する路線

現在の「貨物翌日配達圏」

現在の「貨物翌日配達圏」を担う
航路

「貨物翌日配達圏」となる
可能性のある圏域

将来の「貨物翌日配達圏」を担う
航路の例

ハルビン

北米航路

欧州航路

北米航路

欧州航路

15

シームレスアジアを支える国土基盤



北東アジアにおけるシームレス物流システムの実現に向けた環境整備

■ 日中韓航路に使用されるシャーシについて、シングルナンバーによる相互乗り入れを推進

○ 我が国と韓国・中国との間の航路で、荷役効率や輸送品質確保に優れたＲＯＲＯ船・フェリーの就航が増加してい
るが、各国の各種規制の相違もあり、シャーシの相互乗入れができず、原則として、港での積換が必要

現状と課題

○ 港湾での積換え時間の半減により在庫縮減・コスト削減を実現
○ 積換の際の衝撃を無くすことにより輸送品質を向上

施策の内容

施策の効果

港湾
（積換） 日本国専用

シャーシ
船舶専用シャーシ相手国専用

シャーシ

現
状

海上

港湾
（積換）

シャーシに関する各国規制の相違
（安全基準、ナンバープレート、保険等）

時間ロス
積換による衝撃

港湾

共用シャーシ

実
現
後 相手国内 日本国内海上

港湾

シャーシの相互乗り入れの実現

相手国内 日本国内

シャーシに関する各国規制の整合化

② 国内の検討体制を拡充

・ 関係省庁間の連携を推進
・ 必要な国内制度の見直し
に向けた取組を加速

① 中韓への働きかけを加速

・ 日中韓物流大臣会合（平成18
年９月開催）において、調査実施
について合意

・ 作業部会の設置等、実務者
レベルの検討に着手
・ シングルナンバー実現に
向けた取組を推進

（出典）国土交通省政策統括官資料
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コンテナターミナル規模の国際比較

ハンブルグ港

（単一オペレーターの運営による区画を同一縮尺で比較）
0 500 1,000m

ロングビーチ港
Pier T

Container Terminal 

Burchardkai
Container Terminal 

Humburg

CTB & CTHTrinity Terminal

コンテナターミナルの規模

フェリクストウ港

Trinity Terminal

香港
HIT シンガポール港

Pasir Panjang Terminal Shinsundae Terminal

南本牧ふ頭
Ｐａｓｉｒ Ｐａｎｊａｎｇ Ｔｅｒｍｉｎａｌ

（ＰｈａｓｅⅠ）

（ＰｈａｓｅⅡ）※建設中

釜山港

横浜港

バース延長：2,084m
ガントリークレーン：21基
ターミナル面積：109ha
（横浜港〔南本牧ふ頭〕の3.1倍）

バース延長：2,100m
ガントリークレーン：18基
ターミナル面積：140ha
（横浜港〔南本牧ふ頭〕の4.0倍）

バース延長：2,850m
ガントリークレーン：20基
ターミナル面積：160ha
（横浜港〔南本牧ふ頭〕の4.6倍）

バース延長：1,126m
ガントリークレーン：14基
ターミナル面積：138ha
（横浜港〔南本牧ふ頭〕の3.9倍）

バース延長：3,300m
ガントリークレーン：32基
ターミナル面積：77ha
（横浜港〔南本牧ふ頭〕の2.2倍）

バース延長：2,145m
ガントリークレーン：24基
ターミナル面積：84ha
（横浜港〔南本牧ふ頭〕の2.4倍）

バース延長：1,200m
ガントリークレーン：11基
ターミナル面積：104ha
（横浜港〔南本牧ふ頭〕の3.0倍）

バース延長：700m
ガントリークレーン：5基
ターミナル面積：35ha

17（出典）2006年版国際輸送ハンドブック、各港公表計画等をもとに国土交通省港湾局作成。
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東京港 高雄港 釜山港

（４０フィートコンテナ１個あたり、東京港＝１００）

【日本の状況】

米国 ： 1～2日程度
英国・オランダ ： 2～3日
ドイツ ： 2日
シンガポール ： 24時間以内
韓国 ： 2日以内
（社）日本物流団体連合会調査、ＩＴと国際物流に関す
る懇談会資料より

【諸外国の状況】

（出典）輸入手続きの所要時間調査（財務省関税局）

輸入貨物の入港から引取りまでの時間

コンテナ取扱総料金の国際比較

16.5 12.1 1.9

23.6 6.0 4.1

18.4 29.5 3.1

26.8 33.7 3.3

26.0 36.8 4.3

31.1 37.8 4.9

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

平成１３年３月

平成１６年３月

平成１８年３月

（コンテナ）

（臨時開庁利用）

（除週末）

スーパー中枢港湾

入港～搬入 搬入～申告 申告～許可

73.8(3.1日)

67.1(2.8日)

33.7(1.4日)

63.8(2.7日)

（単位：時間）24時間以内

51.0(2.1日)

30.5(1.3日)

18

港湾手続きにかかるコストとサービスの国際比較

（出典）国土交通省港湾局資料



全国の各地域において、産業クラスター第Ⅱ期中期計画に基づき17のプロジェクトが実施されている。

◇北海道スーパー・クラスター振興戦略Ⅱ
情報・バイオ分野 約７５０ ２１大学

◇ＴＯＨＯＫＵものづくりコリドー
モノ作り分野 約７５０社 ４８大学

～広域関東圏産業クラスター推進ネットワーク～

◇地域産業活性化プロジェクト
・首都圏西部ネットワーク支援活動（ＴＡＭＡ）
・中央自動車道沿線ネットワーク支援活動
・東葛川口つくば（ＴＸ沿線）ネットワーク支援活動
・三遠南信ネットワーク支援活動
・首都圏北部ネットワーク支援活動
・京浜ネットワーク支援活動
モノ作り分野 約２，２９０社 ７３大学

◇バイオベンチャーの育成
バイオ分野 約３８０社 １９大学

◇情報ベンチャーの育成
ＩＴ分野 約５６０社 １大学

◇ＯＫＩＮＡＷＡ型産業振興プロジェクト
情報・健康・環境・加工交易分野
約２５０社 ４大学

（出典）経済産業省ＨＰをもとに
国土交通省国土計画局作成

◇東海ものづくり創生プロジェクト
モノ作り分野 約１，１１０社 ３０大学

◇東海バイオものづくり創生プロジェクト
バイオ分野 約６０社 ５１大学

◇北陸ものづくり創生プロジェクト
モノ作り分野 約２４０社 １３大学

◇九州地域環境・リサイクル産業交流
プラザ（Ｋ－ＲＩＰ）
環境分野 約２５０社 １９大学

◇九州シリコン・クラスター計画
半導体分野 約４１０社 ３３大学

◇四国テクノブリッジ計画
モノ作り、健康・バイオ分野 約４００社 ５大学

◇次世代中核産業形成プロジェクト（モノ作り分野）
◇循環・環境型社会形成プロジェクト（環境分野）
両プロジェクト 約２９０社 １７大学

◇関西バイオクラスタープロジェクト
Ｂｉｏ Ｃｌｕｓｔｅｒ
バイオ分野 約４５０社 ３５大学

◇関西フロントランナープロジェクト
Ｎｅｏ Ｃｌｕｓｔｅｒ
モノ作り分野・エネルギー 約１，５３０社 ３５大学

◇環境ビジネスＫＡＮＳＡＩプロジェクト
Ｇｒｅｅｎ Ｃｌｕｓｔｅｒ
環境分野 約１４０社 １０大学

（注）「産業クラスター」とは、相互に関連する一定の産業群において、地
理的に近接し地域の有する魅力を誘因として集まった企業、大学、産業
支援機関、専門家群等の集団のことをいう。

産業クラスターの現状
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知的クラスターの現状

全国18地域において、知的クラスター創成事業に基づく取組が進められている。

【札幌地域】
札幌ＩＴカロッツェリアクラスター
（情報通信）

【仙台地域】
仙台サイバーフォレストクラスター
（情報通信）

【長野・上田地域】
長野・上田スマートデバイスクラスター
（ナノテク・材料）

【岐阜・大垣地域】
岐阜・大垣ロボティック先端医療クラスター
（ライフサイエンス）

【愛知・名古屋地域】
名古屋ナノテクものづくりクラスター
（環境、ナノテク・材料）

【浜松地域】
浜松オプトロニクスクラスター
（ライフサイエンス、情報通信）

【関西文化芸術研究都市地域】
けいはんなヒューマン・エルキューブクラスター
（ライフサイエンス、環境、情報通信）

関西広域クラスター
【大阪北部（彩都）地域】
大阪北部（彩都）バイオメディカルクラスター
（ライフサイエンス）
【神戸地域】
神戸トランスレーショナルリサーチクラスター
（ライフサイエンス）

【高松地域】
高松希少糖バイオクラスター
（ライフサイエンス）

【広島地域】
広島バイオクラスター
（ライフサイエンス）

【富山・高岡地域】
とやま医療バイオクラスター
（ライフサイエンス、情報通信、ナノテク、材料）

【宇部地域】
やまぐち・うべメディカル・
イノベーション・クラスター
（ライフサイエンス）

九州広域クラスター
【福岡地域】福岡システムＬＳＩ設計
開発クラスター（情報通信）
【北九州学術研究都市地域】
北九州ヒューマンテクノクラスター
（情報通信、環境）

【徳島地域】
徳島健康・医療クラスター

（ライフサイエンス）

【金沢地域】
石川ハイテク・センシング・クラスター
（ライフサイエンス）

【京都地域】
京都ナノテククラスター
（ナノテク・材料）

（出典）文部科学省「平成１７年度知的クラスター創成
事業パンフレット」をもとに国土交通省国土計画局作成

（注）「知的クラスター」とは、地域のイニシ
アティブの下で、地域において独自の研
究開発テーマとポテンシャルを有する大
学をはじめとした公的研究機関等を核とし、
地域内外から企業等も参画して構成され
る技術革新システムのことをいう。 20



日本の製造業の強みの源泉である中小企業

独創的かつ高度な技術を有し、世界規模の市場で高いシェアを有する中小企業が全国各地で活躍している。

A社（北海道芦別市）
世界最高水準の小型・極小ベアリングを生産。
サブミクロン精度を有する最新鋭設備を導入し、生
産効率化と世界最高水準の品質保証体制を確立。
世界シェア７０％を獲得。

B社（宮城県仙台市）
世界最高レベルの高感度発光検出装置を製造。
ホタルの光の１万分の１程度の光を高感度に捉え
る装置を独自開発。
発光測定分野で世界シェア８０％を獲得。

H社（香川県木田郡）
世界最大のアクリルパネルを生産。
精度の高い熱成形加工技術により、アクリル板の
接着部分を世界最高水準の強度と透明度に仕上
げる。
世界シェアは５０％以上、約４０カ国の水族館で採
用。

G社（鳥取県鳥取市）
セラミックの電子部品への応用技術から赤外線セン
サを開発。世界各地で防犯センサーなどに利用され、
世界シェア６０％を獲得。

I社（佐賀県鹿島市）
タンカーやコンテナ船等の大型船舶用ディーゼルエ
ンジン部品であるシリンダ・ライナやシリンダ・カ
バーなどを製造。内径600mm以上の大型では世
界シェア４０％を獲得。

C社（東京都杉並区）
従来より10倍明るく、10倍長持ちする夜光塗料を
開発。
世界17カ国で特許が認められ、世界シェア80％を
獲得。

（出典）経済産業省「元気なモノ作り中小企業300社」をもとに国土交通省
国土計画局作成

F社（滋賀県大津市）
超耐熱樹脂“ポリイミド”を用いたトナー定着パーツ
は世界のレーザープリンターの６０％以上に搭載。

E社（岐阜県大垣市）
自動車の電気回路システムを保護するヒューズを
生産。
日本、韓国で生産される自動車のほとんどは同社
のヒューズを使用。世界シェア30％を獲得。

D社（石川県白山市）
世界最小の産業機械用チェーンを生産。
ピッチ3.175mmのチェーンの量産技術を開発。
内視鏡用チェーンでは世界シェア７０％を獲得。

J社（沖縄県うるま市）
国内で唯一、放射線計測用CdTe結晶を生産。
世界シェア２５％以上を獲得。
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「新たな公」の考え方を基軸とする地域経営システム

従来は行政や一部の民間企業だけが対応してきた地域社会における様々の問題の改善に、住民やサービ
スの受益者側の民間企業等が自らの手で取り組み、生活の質（ＱＯＬ）の向上を目指す動きをより促進し、
「新たな公」の考え方を基軸とする地域経営システムへの転換を図る。

＜これまで＞ ＜これから＞

多様な主体がそれぞれ意見を出し合い、ダイ
レクトに相互調整を図り、自ら実行していく、
「新たな公」の担い手となる。
行政機関は、市民の自由闊達な活動を促し、
また、競わせながら、必要に応じて個々の主
体を支援する。

行政機関が、多様な主体の意見を聞き、
各方面の調整を行い、最終的に行政機関
が実行する。

住民 企業

行政

NPO 団体住民 企業

行政

NPO 団体

住民 企業

行政

NPO 団体

住民 企業

行政

NPO 団体

（出典）「地域からの日本再生シナリオ（試論）」（多様な主体による地域づくり戦略研究会（国土交通省国土計画局））をもとに
国土交通省国土計画局作成
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①歴史的なまちな
みを生かした中心
市街地

②海を生かした都
市との交流

③歴史・文化資源を
生かした景観形成と
観光まちづくり

④温泉資源を生か
した観光まちづくり

⑤６次産業化によ
る地域づくり

⑥地域イメージをブラ
ンド化した柚子加工
品販売等

⑦自主財源づくり
による行政に頼ら
ない地域づくり

⑧ＩＴを活用した地域
情報発信とコミュニ
ティビジネス

⑨地場産品
の国際展開 公的支援概要等

（滋賀県長浜市） （高知県大月町） （長野県小布施町） （釧路市阿寒町） （山口県阿東町） （高知県馬路村） （鹿児島県串良町） （島根県江津市） （山形県） 内容

Ⅰ．問題意識・目的の共有
化

地元全体の目的、目標、活動方
針の共有 ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○

①市による「博物館構想」の策定
④路上駐車等の問題の啓発キャ
ンペーン実施費用を国が支援
⑥村等による「まるごと販売術」の
立案

核となる人材の存在 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
同志の存在 ○ ○
地元住民と外部人材をつなぐファ
シリテーター役の存在 ○ ○ ○ ○
ボランティアの存在 ○ ○
地域資源の創造・再評価の役割 ○ ○ ○ ○ ○ ○
外部ブレーン、地元組織化のコ
ア・ファシリテーターとして活用 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
価値共有のための住民による主
体的な活動
（保全・保存、再生、顕彰）

○ ○

工夫、実践、仕掛けづくり（勉強
会、視察、イベント） ○ ○ ○ ○ ○

外部からのアイデア・技術の導入 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○

④観光マーケティングシステムの
導入費用を国が支援
④循環バスの運行等、アイデアの
導入に対するモデル社会実験費
用を国が支援

他団体・組織とのネットワーク形
成 ○ ○ ○ ○

個人とのネットワーク形成 ○ ○ ○

地域コミュニティの強化 ○ ● ○ ○ ● ②⑧新たな試みに対し、モデル事
業として資金を国が支援

ボランティアの促進 ○ ○
地元の民間団体の組織化（NPO
法人化、株式会社化、協議会の
設置）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

マスメディアの活用
（テレビ、ラジオ、新聞） ○ ● ⑥村公認商品としての権威づけ

と、CM費用の支援

インターネット（HP、メールマガジ
ン）、ダイレクトメールによる情報
発信

○ ○ ○ ○ ○

他団体・組織との連携、情報交流 ● ○ ○ ○ ②広域市町連携を促進する活動
費を県が支援

個人とのネットワーク形成（ファ
ン、サポーター等）

○ ○ ○

既存施設（廃校舎、空店舗など）
の活用 ○ ○ ○ ○ ○ ○

施設整備（交流・観光施設、産業
施設等） ○● ○● ● ● ○

①新たな市民活動施設／③６次
産業センター／⑤畜産加工施設
（国、町による支援）／⑥果樹加工
施設、間伐材加工施設

景観形成などの面的整備 ● ● ○
①③景観に配慮した街路・空間等
の整備費用を支援（国、県、市町
村）

住民、地元企業による寄付 ○ ○ ○ ○ ○
住民、地元企業による出資 ○

地方自治体による出資・補助金
（制度創設を含む） ● ● ●

①③⑥市町村による第三セクター
への出資：①③の市町村出資割
合は民間より小さい

活動に対する評価（表彰等） ○ ○ ○ ○ ○
個人に対する評価

○ ○ ○ ○ ○ ○
注）●・・・公的支援のある事例

○資金の確保・循環

Ⅱ．地域内部の人材の発
掘・活用

Ⅲ．地域外部の人材活用

Ⅳ．地域固有の資源発
掘・再評価・活用

○地域資源・既存ストックを活かし
た施設・空間整備

※参考

成功事例にみる地域固有の資源を活用した地域づくりのポイント

Ⅴ．地域内各主体の初動
的な組織化

Ⅷ．外部との連携強化

Ⅶ．地域外部への情報発
信

Ⅵ．地域づくりの担い手の
強化
（新たな担い手形成・多様
な主体の参画・協働のため
の組織化）

キーワードポイント

地
域
づ
く
り
に
向
け
た
各
段
階
に
お
け
る
取
り
組
み

○外部からの認知、顕彰等
（カリスマ、アドバイザー等）

成功事例にみる地域固有の資源を活用した地域づくりのポイント

23（出典） 国土交通省国土計画局作成



地域的な資金循環（地域金融）に関する各種仕組み・取組

リレーションシップ
バンキング

マイクロ
ファイナンス
（クレジット）

コミュニティ
クレジット

コミュニティ
ファンド

地域ベンチャー
ファンド

ミニ公募債 財団・企業の助成 特定公益信託 ふるさと寄付条例 補助金

小規模な地域ビジ
ネスにおいて、長
期継続する関係の
中から、借り手企業
の経営者の資質や
事業の将来性等に
ついての情報を得
て、融資を実行す
る仕組み

貸付先のグループ
化とその相互連帯
保証により返済率
を担保することで、
極小規模の金融
サービスを提供す
る仕組み

信頼関係にある地
域企業等がグルー
プを形成、各々が
資金を拠出し、そ
れによる金銭信託
の受益権を担保に
単独より高い信用
を創造し、金融機
関からの大規模な
融資を行う仕組み

NPOやコミュニティ
ビジネス事業者を
支援するため、ＮＰ
Ｏなどが別組織で
配当が付く出資
や、寄付を募り、そ
の資金を元手に社
会貢献事業に小規
模の融資を行う仕
組み

地域経済活性化の
ため、地域行政等
の出資により自地
域のベンチャー企
業に投資し、支援・
育成する仕組み

市町村が自市町村
在住の住民、企業
（従業者）、団体等
を対象に公募債を
発行し、住民等の
社会貢献への参加
意識高揚を行う仕
組み

財団・企業等が社
会貢献の一環とし
て、NPO等の社会
貢献活動を行う団
体・個人を資金的
に支援する仕組み

NPO等の社会貢献
活動団体等を支援
することを目的に出
資を募る公益信託
のうち、基金への寄
付者が、普通法人
の場合は、寄附金
を「一般寄附金の
枠」内で損金算入
を可能とする制度。

市町村が条例を定
め、行政等が計画・
実施する事業を特
定して、地域内外
からの寄付を募り、
資金調達を実現す
る仕組み

通常の公共投資の
一環として、公益性
のある市民活動に
補助金を交付し、
地域住民の生活向
上等を図る仕組み

一般 一般
グループ
参加企業

自市町村内
（従業者含む）

一般 一般 一般
政府・

地方公共団体

対象の制限 有り 有り

配当の有無

調達元
地域企業
グループ

民法上の
任意組合、
中間法人　等

貸付元
/投資元

金融機関

（上記から融資を
受けたNPO法人
等が融資のみ行
う場合あり）

　一般（地域内の
中小企業中心）

　個人 　出資者 　出資者の団体 地域内のベン
チャー企業
（進出予定含む）

　公共事業 　社会貢献活動
団体

　社会貢献活動
団体

　公共事業 　地域内の社会
貢献活動団体

返済義務
・競争環境の維
持や適切な監
督・規制が不可
欠（依存される側
の有利な条件強
要、回収困難な
状況での融資の
継続への対処な
ど）

・マイクロファイナ
ンスの乱立による
融資競争・審査
力の低下
・低密度居住地
域での回収コスト
の高騰
・外国の事例で
は運営主体がＮ
ＧＯの場合もある

・現在まで、神戸
において実行さ
れた事例が唯一
の事例

・地域金融機関と
の差別化
・出資者への配
当確保と資金調
達の円滑化
・監査基準強化
への対応
・出資募集と融資
を分割する事例
は、融資事業の
公益性を明確に
することをその理
由としている

・リターンに関す
るコンセプトの明
確化
・行政とファンド
運営者の役割分
担の明確化

・金利変動リスク
への対応
・継続的な発行
体制の構築

・助成成果の適
切な評価
・助成対象の自
立促進

・交付基準の明
確化など地域へ
の説明責任
・財源縮小にとも
なう交付先の最
適化

無し 無し無し

行政機関 行政機関

金融機関
（助成先等の審
査を外部有識者
が行う場合もあ

る）

問題点等

出資者 一　般

有り（預金利子含む） 無し

投資事業組合 行政機関 財団・企業

運
営
方
法

概　要

運
営
主
体

金融機関金融機関

貸付先
/投資・助成
　・交付先

有り なし

24（出典）国土交通省国土計画局作成



地域への人の誘致・移動のための「情報プラットフォーム」の考え方（イメージ）

人の誘致・移動は、
①仲介１件１件のコスト高、②分散した情報提供・仲介による非効率

などから、民間・自治体による個別の取組には限界

民間と行政の協働により総合的な仲介機能を整備

プラットフォームプラットフォーム
都市の人材供給と
地域の人材需要を
つなぐ役割

人材の誘致に
取り組む

地方自治体

都市部への
ＵＪＩターンの
呼びかけ、

地域情報発信等

都市の
・人材ﾋﾞｼﾞﾈｽ
・旅行業
・不動産業
・企業 など

人材・移動希
望者を仲介

都市の団塊
の世代など

地方企業
新たな担い手
（ＮＰＯ・コミュニ
ティ・ビジネス等）

就業・生活の
情報提供

地域情報提供の
申込み

就
業
・
活
動
の

情
報
提
供

都市住民のニーズの
提供、人材の紹介

地域の就業・生活
情報の提供

人
材
・
移
動

希
望
者
の
紹
介

地域での専門的人材の活用
生産・消費両面の地域活性化への貢献

情
報
提
供

就
業
・
生
活
情
報

提
供
申
込
み

＜プラットフォームの機能＞
○地域に関する情報の提供
○地域での雇用・活動に関する情報の提供・仲介
・地域での就業情報
・空き店舗情報等
○地域での生活に関する情報の提供
・住居情報
・生活面の利便施設等の情報
○その他
・段階的な移動スキームの構築、移動者へのケア 等

交流（観光・サポート訪問など）→長期滞在→二地域居住→移住

といった段階的な移動にも着目

25（出典）国土交通省国土計画局作成
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市町村 都道府県

■情報交流人口（推移（実数））

（出典）国土交通省国土計画局アンケート調査より。
（注）１．２００６年は、海外居住者の約４万人を含むものである。

２．２００１～２００５年は都道府県データなし

（万人）

約６５万人

※「情報交流人口」とは、自地域外に居住する人に対して、
何らかの情報提供サービスを行う等、「情報交流」を行っ
ている「登録人口」
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国内日本人宿泊旅行者

訪日外国人旅行者

一日交流可能人口

都市と農村の交流人口

※「交流人口」とは、観光者等の一時的・短期滞在か
らなる人口

■交流人口（推移と将来イメージ）

（出典）国内日本人宿泊旅行者：総理府「観光の状況に関する年次報告」、 国土交通省「観光白書」

訪日外国人旅行者：２００４年まで；国土交通省「観光白書」、２００５年；独立行政法人国際観光振興機構資料、
２０１０年；国土交通省総合政策局「ビジットジャッパンキャ ンペーン」における目標値、２０３０年；経済成長戦略大綱
一日交流可能人口 ：「国土統計要覧」、ＮＩＴＡＳ等

※一日交流可能人口：全国主要都市間で日帰り（概ね片道３時間）で面会可能な人口
都市と農村の交流人口：農林水産省「食料・農業・農村基本計画工程表」 ２００３年は実績値、２００９年は目標値
上記資料及び総務省「国勢調査」・「推計人口」をもとに国土交通省国土計画局作成

（万人）

（年）

２００１ ２００２ ２００３ ２００４ ２００５ ２００６ （年）

※「二地域居住人口」とは、都市住民が、年間で一ヶ月以上の中長期、ある
いは定期的・反復的に、農山漁村等の同一地域に滞在する「二地域居住」
者からなる人口

■二地域居住人口（現状推計と将来イメージ）

多様な人口 （二地域居住人口、交流人口、情報交流人口）

26

潜在二地域居住人口（弱志向グループ）
〔制約が解決されれば行いたい〕

潜在二地域居住人口（強志向グループ）
〔制約はあるが行いたい〕

潜在二地域居住人口（実行予定グループ）
〔まもなく始める予定〕

現状推移値

二地域居住人口（現状）

（出典）国土交通省国土計画局『「二地域居住」の意義とその戦略的支援策の構想』（平成１７年３月）
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27
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※60～79歳の50％、
15～59歳の25％が
顕在化した値

※60～79歳の50％、
15～59歳の25％が
顕在化した値

※60～79歳の100％、
15～59歳の50％が
顕在化した値

※60～79歳の100％、
15～59歳の50％が
顕在化した値

※60～79歳の100％、
15～59歳の100％が
顕在化した値

※60～79歳の100％、
15～59歳の100％が
顕在化した値

※60～79歳の90％、
15～59歳の45％が
顕在化した値

※60～79歳の90％、
15～59歳の45％が
顕在化した値

※60～79歳の45％、
15～59歳の23％が
顕在化した値

※60～79歳の45％、
15～59歳の23％が
顕在化した値



複数市町村からなる複数市町村からなる
広域的な生活圏広域的な生活圏

↓

市町村間の連携による
広域的取組

コミュニティレベルコミュニティレベル
の生活圏の生活圏

↓

コミュニティの
互助・共助

人口減少による需要
密度低下や財政制約

サービス水準低下の
恐れ

QOLを確保できなくな
る恐れ

地域住民のニーズの
高度化・多様化

自己実現欲求の高ま
り

掛付け医による健康相談、介
護予防の社会教育など

入院治療・手術等の高度医療
など 医療・福祉

小学校、中学校、地域による
学童保育など

高等学校、大学等の高等・専
門教育など

教育

見回り、独居老人への声掛け
による日常の安心感など

大規模・高度な捜査・消防体
制の構築など

防犯・消防

食料品等日常生活に必要な買
い物など

奢侈品、贈答品等の買い物な
ど 買い物

公共交通の維持・再編など 公共交通の利用促進運動など
交通

祭などの生活様式や地域資源
の継承など

美術館、音楽ホール等の共同
運営など 文化

分別の徹底、生ゴミの堆肥化
によるごみ減量など

焼却処理や最終処分など
廃棄物処理

社会的サービス等
の内容による
役割分担の例

※市町村間の連携による広域的取
組は、観光・産業振興等地域活性
化の観点からも重要

相互補完

市町村

都市圏における生活圏の考え方（イメージ）

27（出典）国土交通省国土計画局作成



地域資源を活かした観光振興

全国各地において地域資源を活かした観光まちづくりが進められている。

東オホーツク：自然遺産
知床世界自然遺産、流氷観光を活かした通年型観光の推進

田沢湖・角館：自然と歴史
フィルムコミッション設立により映画・TV・CMでPR

川越：歴史的建造物・町並み
江戸の情緒を伝える町並み振興の推進

白川郷・五箇山：世界遺産
合掌造り集落を核とした観光振興

舞鶴：歴史的建造物
旧海軍鎮守府の赤レンガを活用したまちづくり

飯田：自然・文化歴史・暮らし
体験観光の先進地

内子：町並み
内子座と木蝋と白壁を活かした観光振興

湯原温泉郷：温泉
観光と医療の連携

境港：妖怪
妖怪を題材としたユニーク性とストーリー性

遠野：文化
民話のふるさと＋グリーンツーリズム

石見銀山：産業遺産
世界遺産の保全と活用

山口：自然・歴史・文化
自然・景観・歴史的建造物・伝統工芸などを
活用し、観光客が回遊するまちづくり

熊川宿：自然と歴史
鯖街道の宿場町を活かしたまちづくり

近江八幡：自然・景観
水郷と古き商家のたたずまいを活かす

（出典）国土交通省「地域いきいき観光まちづくり-100-」
をもとに国土交通省国土計画局作成

ニセコ：自然
世界一の雪質と地域のホスピタリティーで
オーストラリア人観光客が急増

門司：歴史的建造物
歴史的建造物とウォーターフロント景観を活用

四万十川：自然
水際を大事に・保全と観光振興を両立

馬路村：産品
ユズ商品とともに村の情報を発信

水俣：環境
水俣病の教訓を地域再生に活用

黒川温泉：温泉
入浴手形により好きな温泉に自由に入浴

竹富島：自然
島全体が博物館。フィールドミュージアム 28



農林水産物等の輸出の推移

（出典）農林水産物等輸出促進全国協議会総会配布資料
「農林水産物等の輸出促進について」（平成18年5月農林水産省） 29



森
・
川
・
海
の
つ
な
が
り
を
重
視
し
た

豊
か
な
漁
場
海
域
の
環
境
の
創
出
（
イ
メ
ー
ジ
図
）

（
出
典
）
林
野
庁
・
水
産
庁
・
河
川
局

「
森
・
川
・
海
の
つ
な
が
り
を
重
視
し
た
豊
か
な
漁
場
海
域
環
境
創
出
方
策
検
討
調
査
報
告
書
」

※
各
種
公
共
事
業
や

N
PO
、
漁
業
者
に
よ
る
環
境
活
動
等
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
、
森
・
川
・
海
の
つ
な
が
り
を
重
視
し
て
連
携
す
る

方
策
に
つ
い
て
検
討

3
0



基本的な考え方

森林・林業の新たな展開方向（森林・林業基本計画 平成18年9月閣議決定）
（出典）林野庁資料（第11回持続可能な国土管理専門委員会

国土利用計画ヒアリング資料）

○ 水を育み国土を守る森林は緑の社会資本。その恩恵を後世の人々が享受できるよう、より長期的視点に立った森林づくりを推進
○ 森林を支えるためには林業の発展が不可欠。国産材の利用拡大を軸に林業・木材産業を再生し、国産材の復活を目指す

高齢級の森林が急増し、利用期を迎える

一方、施業が十分でなく森林の荒廃が懸念

多面的機能の発揮のため、充実しつつあ

る森林資源を利用しながら多様な姿へ誘導

する分岐点を迎えている状況

地球温暖化の防止、山地災害の防止、生

物多様性や景観の保全、環境教育の場とし

ての利用や花粉の発生抑制等の森林に対す

るニーズが多様化

こうしたニーズに的確に応える森林づく

りが必要

寸法精度や強度の明確な製品の大量で安

定的な供給へのニーズの高まり、加工技術

の向上等による国産材の利用拡大、国産材

利用に対する消費者の理解の広がり、輸出

の拡大等の動きが活発化

こうした状況に対応し、林業・木材産業

の構造改革が必要

施
策
の
再
構
築

○１００年先を見通した森林づくり
国土の保全、水源かん養、地球温暖化の防止など森林の多面的機能を

持続的に発揮させ、地球環境の保全に貢献。このため、５０年サイクルの
森林づくりだけでなく、地域の特色やニーズに応じ、資源を利用しながら
広葉樹林化や長伐期化等の多様な森林づくりを本格的に推進。その際、路
網と高性能林業機械の一体的な作業システム等により低コスト化を徹底

○流域の保全と災害による被害の軽減
流域全体の保全のための治山対策を効果的に推進。また、災害を防ぐ

ことに加え、被害の軽減（減災）に向けて、地域の避難体制づくりと連
携した事業を実施

○様々なニーズに応えた森林づくりと利用
花粉の発生を抑制するため、花粉の発生源の調査、無花粉スギや花粉

の少ないスギ苗木の供給を促進。また、森林や木材利用に対する理解と
関心を深めるため、森林環境教育、木材利用に関する教育活動を推進

○国有林と民有林の連携の強化
国土の骨格に位置する森林を直接管理・経営している国有林のノウハ
ウを活かし、民有林と一体となった流域の保全、木材の安定供給、国有
林を活用した技術研修や森林環境教育の支援を推進。また、優れた自然
環境を有する天然生林の保全管理を推進

転換期を迎えた森林・林業と新たな施策の方向性

利用可能な資源の充実

木材の需要構造の変化と新たな動き

森林に対するニーズの多様化

○国産材の利用拡大を軸とした林業・木材産業の再生
資源の充実、加工技術の向上等をチャンスととらえ、川上と川下が連

携し、大規模需要者のニーズに対応し得る国産材の安定供給を推進。この
ため、意欲ある事業体への施業の集約化、製材・加工の大規模化、消費者
ニーズに対応した製品開発、企業、消費者等への集中的なＰＲ、木材輸出
の拡大等を推進
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食料・農業・農村基本計画

○ 食料・農業・農村基本計画に基づき、食料の安定供給の確保、農業の有する多面的な機能の発揮、農業の持続的
な発展、その基盤としての農村の振興の４つを基本理念として掲げ、国民全体の視点で食料・農業・農村が果たすべ
き役割と目指すべき政策方向を明示

○ 平成１７年３月に、新たな「食料・農業・農村基本計画」が策定されたところ。

新たな「食料・農業・農村基本計画」のポイント新たな「食料・農業・農村基本計画」のポイント

○ 生産・消費の両面にわたる重点課題を明確化。幅広い関係者で構成される協議会で「行動計画」を策定し、計画的な取組を推進。

将来的にカロリーベースで５割以上を目指しつつ、平成２７年度に、カロリーベースで４５％、生産額ベースで７６％とする目標を設定。

新たな食料自給率目標の設定

○ 国民の健康の保護を最優先とした施策を展開（科学的原則に基づく食品安全行政の推進、食品表示の適正化やトレーサビリティ・

システムの導入促進）。

食の安全と消費者の信頼の確保

○ これまで全農家を対象に支払われてきた品目ごとの価格対策を見直し。担い手の経営全体に着目した品目横断的経営安定化対策

へ転換し、平成１９年度から導入。

担い手の経営全体に着目した経営安定対策への転換

○ 農業者が環境保全に向けて最低限取り組むべき規範を策定し、規範を実践する農業者を各種事業の対象とする仕組みを導入。環

境への不可の大幅な低減を図る取組に対する支援を平成１９年度から導入。

○ 農地・農業用水等の資源が良好な状態で保全管理されるよう、地域住民等が一体となった取組を促進するために必要な施策を平
成１９年度から導入。

環境・資源を重視した施策体系への転換

○ 生産者や地域の創意工夫に基づく意欲的な取組を後押し（農産物の海外への輸出（５年で倍増を目標）や、バイオマスなどの地域
資源の積極的活用等の農業・農村における新たな動きを積極的に受け止めた施策の展開）。

高品質な農産物の輸出などによる「攻めの農政」の展開

（出典）農林水産省資料（第11回持続可能な国土管理専門委員会 国土利用計画ヒアリング資料） 32



エコロジカル・ネットワークの階層性（全国・広域レベル）

全国レベル

広域
レベル

広域
レベル

●国際的な観点
国境を越えて移動する渡り鳥の中継地
などとなる湿地等を適正に保全・再生
●全国レベルで配慮すべき観点

広域
レベル 地方公

共団体
レベル

地方公
共団体
レベル

●地域特性に応じた観点
●広域レベルで配慮すべき観点

（出典）「自然環境保全の観点から要請される国土利用の
指針性向上に関する調査（国土交通省、H15.3）

全国レベルの
イメージ図

東アジア・オーストラリアにおける
シギ・チドリの渡りルート

33

（出典）「首都圏の都市環境インフラのグランド
デザイン(自然環境の総点検等に関する
協議会、H16.3）」の「首都圏の都市環境
インフラの将来像」）

広域レベルのイメージ図
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の
上
下
流

バ
ラ
ン
ス
を
考

慮
し
た
総
合
的

な
土
砂
管
理

施
策
２

ダ
ム
の
堆
砂
対
策
を
推
進

ダ
ム
の
排
砂
バ
イ
パ
ス

・
排
砂
設
備
の
配
置

・
ﾀ
ﾞﾑ
に
貯
ま
っ
た
土
砂
を
自
然
に
流
す

た
め
の
バ
イ
パ
ス
ト
ン
ネ
ル
等

河
床
低
下
対
策

（
河
岸
・
堤
防
の
侵
食
対
策
）

【
縦
工
】

環
境
対
策

（
魚
類
等
の
待
避
対
策
）

【
魚
道
工
】

効
果

・
海
浜
の
再
生

施
策
３

海
浜
の
再
生
に
向
け
た
調

整
シ
ス
テ
ム
の
構
築

砂
防
え
ん
堤
・
多
目
的
ﾀ
ﾞﾑ
の
堆

積
土
砂
等
を
除
石
・
搬
送
し
、
海

岸
の
養
浜
等
へ
の
活
用

越
波
・
侵
食
対
策

（
面
的
防
御
に
よ
る
対
策
）

【
人
工
ﾘ
ｰ
ﾌ
】

ｽ
ﾘ
ｯ
ﾄ付
砂
防
え
ん
堤

施
策
１

防
災
機
能
を
確
保
し
、
適
切
に
土
砂

を
供
給
す
る
砂
防
事
業
の
推
進

・
山
腹
工
、
砂
防
樹
林
帯
の
整
備

・
ｵ
ｰ
ﾌ
ﾟﾝ
ﾀ
ｲ
ﾌ
ﾟの
砂
防
え
ん
堤
の
配
置

・
既
設
砂
防
え
ん
堤
の
ｽ
ﾘ
ｯ
ﾄ化

効
果

・
適
正
な
量
と
質
の
土
砂
の
下
流
へ
の
供
給

・
自
然
な
河
川
環
境
の
再
生

ダ
ム

呑
口

吐
口

水
路
ト
ン
ネ
ル

N
PO
等
と
一
体
的
に
山
腹
工
整

備

土
砂
管
理
上
の
問
題
が
顕
在
化
し
て
い
る
流
域
に
お
い
て
、
土
砂
移
動
の
連
続
性
の
確
保
、

環
境
へ
の
負
荷
軽
減
等
を
図
る
た
め
流
域
と
し
て
計
画
的
に
各
種
対
策
を
実
施

（
出
典
）
国
土
交
通
省
河
川
局
砂
防
部
資
料
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国土の国民的経営の推進

国土の国民的経営推進施策の方向

・将来世代に美しい国土を継承していくため、国土の国民的経営を推進していく必要がある。具体的な推
進方向としては、所有者等による本来の営みを通じた取組を基本としつつ、こうした国土管理が適切に行
われるよう、「所有者等による適切な管理に向けた条件整備」、「多様な主体の育成」、「国土管理への参
加手法の多様化」の３方向から、多様な主体の協働と参加を進めていく必要がある。

適切に管理されない国土

適切に管理された国土

価 値

対
価

提
供

良好な循
環の形成

【本来の営みを通じた国土管理】

・寄付、資金提供、地元農産物や木製品の購入等間
間接的に国土管理につながる取組を推進

国土管理への参加手法
の多様化

所有者等による適切な管
理に向けた条件整備

多様な活動者の育成

・ボランティア活動への参
加、地域の共通課題を解
決するためのプロジェクト
の実施、こうした活動が円
滑に行われるための条件
整備等により、国土管理
に直接参加する者を拡大

35（出典）国土交通省国土計画局作成



我
が
国
の
領
海
等
の
概
念
図
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